
平成27年度　公共事業再評価諮問地区一覧表・位置図 （資料　NO.1）

平成27年度　公共事業再評価諮問資料（河川砂防課） （資料　NO.2）

・再評価諮問地区一覧表・B/Cの算出方法

・再評価諮問地区個別調書 

事　業　名 地区又は箇所名

①玉島川広域河川改修事業 玉島川

平成27年度　公共事業再評価諮問資料（道路課） （資料　NO.3）

・再評価諮問地区一覧表・B/Cの算出方法

・再評価諮問地区個別調書 

事　業　名 地区又は箇所名

① 道路改良事業 国道444号（佐賀福富道路）

② 道路整備交付金事業
　（防災・安全交付金）

主要地方道　相知山内線

③ 道路整備交付金事業
　（防災・安全交付金）

国道204号

④ 道路整備交付金事業
　（社会資本整備総合交付金）

一般県道　中津天建寺武島線

⑤ 道路整備交付金事業
　（社会資本整備総合交付金）

一般県道　松尾湯の原線

平成27年度 佐賀県公共事業再評価諮問資料

議題（２）



（資料ＮＯ．１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度公共事業再評価諮問地区一覧表 

                再評価諮問地区位置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式３）

平成２７年度公共事業再評価諮問地区一覧表

１　実施要綱第３の１（２）に該当する事業

№ 事業名 地区又は箇所名 事業箇所 事業主体 担当課 再評価理由 対応方針 備考

1
道路整備交付金事業
（防災・安全社会資本整備交付金）

国道204号 唐津市湊町 佐賀県 道路課 10年以上継続 継続

2
道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

一般県道　中津天建寺武島線 みやき町天建寺 佐賀県 道路課 10年以上継続 継続

3
道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

一般県道　松尾湯の原線 佐賀市富士町 佐賀県 道路課 10年以上継続 継続

２　実施要綱第３の１（４）に該当する事業

№ 事業名 地区又は箇所名 事業箇所 事業主体 担当課 再評価理由 対応方針 備考

1 玉島川広域河川改修事業 玉島川 唐津市 佐賀県 河川砂防課 再評価実施後５年経過 継続

2 道路改良事業 国道444号（佐賀福富道路）
佐賀市嘉瀬町～白石町
福富

佐賀県 道路課 再評価実施後５年経過 継続

3
道路整備交付金事業
（防災・安全社会資本整備交付金）

主要地方道　相知山内線 武雄市武内町 佐賀県 道路課 再評価実施後５年経過 継続



平成27年度再評価対象地区位置図

凡 例

要綱３－１(２)
(再評価)

要綱３－１(４)
(再々評価)

1-2 道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

一般県道 中津天建寺武島線
【みやき町】

1-1  道路整備交付金事業
（防災・安全交付金）

国道204号

1-3  道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

一般県道 松尾湯の原線
【佐賀市】

2-2 道路改良事業
国道444号（佐賀福富道路）

【佐賀市～白石町】

2-3  道路整備交付金事業
（防災・安全交付金）

主要地方道 相知山内線
【武雄市】

2-1 玉島川広域河川改修事業
（玉島川）
【唐津市】



 

 

 

 

 

 

平成２７年度公共事業再評価諮問資料 

（河川砂防課） 
 

○再評価諮問地区一覧表・B/C の算出方法 

○再評価諮問地区個別調書 

① 玉島川広域河川改修事業              ＜玉島川（唐津市）＞ 
   
 

（資料ＮＯ．２） 
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平成２７年度公共事業再評価諮問地区「継続」理由書等 

 

 （課名： 河川砂防課 ） 

事 業 名 

（路河川等名）

玉島川河川整備交付金事業（広域河川改修事業） 

継続理由 二級河川玉島川は、唐津市浜玉町の中心部を流下しており、

付近には西九州自動車道、国道 202 号、国道 323 号、JR 筑肥

線等の交通網が発達し、宅地開発が進んでいる。 

昭和 47年 7月の集中豪雨を契機に昭和 55年度より河川改修

事業に着手しており、その後も平成 3 年 9 月の台風 17 号によ

り甚大な被害（床上浸水 34 戸、床下浸水 65 戸）が発生するな

ど、度々浸水被害に見舞われている。 

このため、抜本的対策として、河道拡幅、掘削、築堤、ＪＲ

橋や道路橋の改築、堰の改築等を行い、治水安全度を向上させ、

流域の浸水被害の解消を図ることとしている。 

平成２６年度末までの進捗率は約９０％（事業費ベース）と

なっている。 

地域住民の当事業に対する期待は大きく、早期完成を望まれ

ている。 

 地域住民の安心・安全のためには当事業の継続が必要であ

る。 

 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

総便益（Ｂ）は河川改修による年平均被害軽減額を対象期間

分合計したもの。 

総費用（Ｃ）は治水施設の建設費と維持管理費を対象期間分

合計したもの。 

（※対象期間＝整備期間＋施設完成後５０年間） 

 

総便益額（現在価値化した総便益） 

Ｂ＝ 28,994 百万円 

 

総費用額（現在価値化した総費用） 

Ｃ＝ 10,969 百万円 

 

Ｂ／Ｃ＝2.6 ※費用対効果 

 

備  考  



様式２  

平成２７年度再評価対象事業 （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成２２年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等)
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
Ｈ２２ 

玉島川 
河川整備交付金
事業(広域河川
改修事業) 
 
事業主体：県 
事業地：唐津市

流路是正、狭窄部解消を

行い、治水安全度を向上

し、流域の浸水被害の軽減

を図る。 

全体事業費:C=44.0 億円

改修延長：L=3,200m 
工   期：S55～H29 
計画流量：550m3/s 
計画治水安全度：1/30 
事業内容：掘削・築堤・
     護岸 

橋梁3基 
  堰 1基     

 
 

工事は、玉島井堰が
完了し、梅豆羅橋下流
までの区間が概成して
いる。 
 改修 L=3,000m概成 
 橋梁 2基完成 
 堰  1基完成 
 

用地は一部区間を除
きほぼ完了している。
 
H21末進捗率 88% 
(年平均進捗率2.9%) 
 

(過去の災害実績)H3.9 
浸水戸数 床上34戸 
     床下65戸 
 
(地域の状況) 
 流域内では、西九州自動車道
の供用が開始され、宅地開発が
進んでおり、また基幹産業であ
るハウスミカン用のビニール
ハウスが広がっている。 

現在（B/C） 
2.9 

（コスト縮減策） 
・護岸には、現地

発生石材や近隣
他工事で発生し
た石材を利用し
ている。 

・護岸の裏込材や
堤防天端の砕石
散布に再生クラ
ッシャーランを
積極的に活用す
る。 

・掘削土を堤防盛
土へと有効活用
する。 

 

再評価実施後 

５年が経過 

 
 
 

継続 
 
 

現時点 
 
Ｈ２７ 

玉島川 
河川整備交付金
事業(広域河川
改修事業) 
 
 

 
 

前回評価時より全体事

業費が増額となり、工期

も延長した。 

 

全体事業費:C=48.0 億円

改修延長：L=3,200m 
工   期：S55～H32 
計画流量：550m3/s 
計画治水安全度：1/30 
事業内容：掘削・築堤・

護岸 
橋梁3基 
堰 1基   

工事は、梅豆羅橋下
流までの区間が概成
し、河口より完成断面
での河道掘削を進めて
いる。 
 改修 L=3,000m概成 
 橋梁 2基完成 
 堰  1基完成 
 河道掘削 L=800m 
 

用地は一部区間を除
きほぼ完了している。
 
H26末進捗率 90% 
(年平均進捗率2.6%) 
 

(過去の災害実績) 
 同上 
 
(地域の状況) 
 同上 

最新のマニュア

ルに基づき、費用

対効果（B/C）を

算出した。 

 

・総便益（一般資産

被害・農作物被

害・公共土木施設

等被害額等） 

B=28,994 百万円 

・総費用 

C=10,969 百万円 

・現在（B/C） 

2.6 

（コスト縮減策） 
同上 

再評価実施後 
５年が経過 
 
 

平成3年等の洪
水被害を軽減
するために、流
路是正、狭窄部
解消を行い、治
水安全度を向
上させ、地域住
民の安心・安全
を確保するた
めには、当事業
の継続が必要
である。 

理由等 
 
 

  
 
 

掘削残土の運搬距離

の増および、汚濁防止対

策の増。 
 用地交渉に時間を要

した事による工期延長。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 前回と比較し、

全体事業費が増

加したことから

C が増大し、費用

対効果が若干の

減となった。 
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平成２７年度公共事業再評価諮問資料 

（道路課） 
 

○再評価諮問地区一覧表・B/C の算出方法 

○再評価諮問地区個別調書 

① 道路改良事業 

＜国道 444 号（佐賀福富道路）（佐賀市～白石町）＞ 

 

② 道路整備交付金事業 （防災・安全交付金） 

＜相知山内線（武雄市）＞ 

 

③ 道路整備交付金事業 （防災・安全交付金）         

＜国道 204 号（唐津市）＞ 

    

④ 道路整備交付金事業（社会資本整備総合交付金） 

＜中津天建寺武島線（みやき町）＞ 

    

⑤ 道路整備交付金事業 （社会資本整備総合交付金） 

＜松尾湯の原線（佐賀市）＞ 

   

 

（資料ＮＯ．３） 





/



平成２７年度公共事業再評価諮問地区「継続」理由書等 

 

 （課名：道路課 ） 

事 業 名 

（路河川等名）

道路改良事業 

一般国道４４４号（佐賀福富道路） 

継続理由 ・ 佐賀福富道路は、有明海沿岸地域の都市と佐賀空港や三池

港といった交通拠点との連携を強化する地域高規格道路で

ある有明海沿岸道路の一部を構成している道路である。 

・ また、佐賀空港の発展、集客圏域拡大に伴う観光振興等が

期待される地方創生を下支えする重要な道路である。 

・ 当初から事業の必要性・重要性は変わっておらず、費用対

効果も高い。 

・  以上のことから、引き続き事業を継続することとしたい。

 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【便益】 

・ 走行時間短縮便益＝８９２．６億円 

・ 走行経費減少便益＝１５９．９億円 

・ 交通事故減少便益＝  ６８．１億円 

       合計１，１２０．６億円 

 

・ 事業費     ＝５６８．４億円 

・ 維持管理費   ＝  ９．７億円 

       合計   ５７８．１億円 

 

費用便益 Ｂ／Ｃ  ＝１，１２０．６／５７８．１ 

          ＝ １．９ 

 

 

備  考  



様式２  

平成２７年度再評価対象事業    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成２２年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等)
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

 
 

再評価 
時点 
Ｈ２２ 
 

一般国道４４４号

道路改良事業 

（佐賀福富道路）

 
事業主体：佐賀県

 
事業地： 

佐賀市嘉瀬町中原 

～杵島郡白石町福富

 
 
 

有明海沿岸道路は、福岡県大牟

田市から佐賀県鹿島市に至る

有明海沿岸地域の各都市の交

流促進及び佐賀空港と三池港

との連携強化を図る約55kmの

地域高規格道路である。 

 そのうち佐賀福富道路は、有

明海沿岸道路の一部を構成し、

平行する一般国道４４４号の

交通渋滞及び交通隘路区間の

回避を目的とした10.5kmの２

車線のバイパスを施工するも

のである。 

 有明海沿岸道路については、

各市町による期成会や協議会

の設立、要望活動が行われるな

ど、早期整備が望まれている。 
 

全体事業費：４１４億円 

  
工期：Ｈ１３～Ｈ２９ 

 
事業内容 

 延長：10.5ｋｍ 

 幅員：10.5（7.0）ｍ 

 

 改良工 L=10.5ｋｍ 

 橋梁工 ４橋（50m以上）

 舗装工 L=10.5ｋｍ 

 測試  １式 

 用地補償 １式 
 
 

Ｈ21末進捗率： 26％ 
 （事業費ベース） 
（年平均進捗率 3％）
 
○ 平成17年度に有明

海沿岸道路整備室
を設置（佐賀土木事
務所内） 

 
○ 平成20年度に有明

海沿岸道路整備事
務所を設置 

 
・平成23年春 
嘉瀬南IC～久保田IC間
のL=1.7kmを供用開始
予定 
 
 
 

交通量の推移 
○ 久保田町搦西 

H6  14,345台/日（基準）
H9  15,937台/日（1.11）
H11 15,713台/日（1.10）
H17 18,443台/日（1.29）
 

○白石町福富 
H6  14,908台/日（基準） 
H9  15,594台/日（1.05） 
H11 16,342台/日（1.10） 
H17 18,002台/日（1.21） 

 
 ○その他社会情勢の変化 
・佐賀福富道路の先線である福
富鹿島道路が整備区間に指定
（H17.3） 
・国で施工している有明海沿岸
道路の福岡県側は、一部一般道
を利用して、平成21年3月に供
用開始を行った。 
・H24年度中に新県立病院が開
院予定 

事業採択時と
比較して費用対
効果要因の大き
な変化は見られ
ない。 
 
B/C＝2.8 
 
 
 

コスト縮減） 
・本工区は、全線
軟弱地盤上に構築
することとなるた
め、地盤特性を的
確に把握し効率的
な軟弱地盤対策工
法を選定しコスト
縮減を図る。 
 
・他工事で発生す
る残土を本工事の
盛土等に流用し、
コスト縮減を図
る。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

再評価実施後５
年が経過 
 
 
 

継 続  
 
 
 

現時点 
Ｈ２７ 
 

 
 

 全体事業費：５８０億円 

  
工期：Ｈ１３～Ｈ３４ 

 
事業内容 

 延長：10.5ｋｍ 

 幅員：10.5（7.0）ｍ 

 
 改良工 L=10.5ｋｍ 

 橋梁工 4橋（50m以上）

 舗装工 L=10.5ｋｍ 

 測試  １式 

 用地補償 １式 
 
 

26末進捗率： 49％ 
 （事業費ベース） 
（年平均進捗率 4％）
○平成23年3月 
嘉瀬南IC～久保田IC間
のL=1.7kmを供用開始 
 
○平成25年3月 
久保田IC～芦刈IC間の
L=2.8kmを供用開始 
県道 江北芦刈線の
L=4.0kmを供用開始 
 
○平成27年度末 
芦刈IC～(仮)住之江IC
間のL=2.0kmを供用開
始予定 

交通量の推移 
○久保田町搦西 

H22 18,842台/日（1.31） 
 

○白石町福富 
H22 16,938台/日（1.14） 

 
○佐賀県の人口は減少してい
るものの、核家族化等により世
帯数は増加傾向にあり、自動車
保有台数についても年々増加
している。 
 
○また、公共交通機関が充実し
ていない本県においては、移動
手段として、自動車に頼らざる
を得ない状況であり、自動車へ
の依存度は高い。 

・全体事業費増額
と工期延伸によ
る費用対効果の
減 

 
B/C＝1.9 
 

   同上 
 
 

再評価実施後５
年が経過 
 
 
 

継 続  
（理由） 
・有明海沿岸道
路（地域高規格
道路）の一部
・佐賀空港の発
展や観光振興
等が期待され、
地方創生を下
支えする道路
・事業の必要
性・重要性は変
わっておらず、
費用対効果も
高い 
・以上のことか
ら引き続き事
業を継続した
い 

理由等 
 
 

 
 
 

 
 
 

・嘉瀬南IC～(仮)佐賀
JCT区間の施工範囲の
見直し、軟弱地盤対策
関連、六角川の橋梁計
画の見直し等による、
全体事業費の増額と工
期の延伸。 
（その他変更なし） 
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L=3.6km L=5.4km

L=9.0km

( )

( )

( )

H27 2km

4.5km

444



.
H26/H19

NO.1



(

87.6

85.0

86.6

83.6

61.0 63.9 65.0 66.5

28.0 28.7 29.5 30.2

2.18 2.22 2.20 2.20

1.64 1.68 1.66 1.65

A=
=



892.6

159.9

68.1

1,120.6

568.4   

9.7

578.1

B/C) 1.9

•

•





平成２７年度公共事業再評価諮問地区「継続」理由書等 

 

（課名： 道路課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名）

道路整備交付金事業（防災・安全社会資本整備交付金） 

主要地方道 相知山内線（武内工区） 

継続理由  

計画区間は武内小学校及び武雄北中学校の通学路に指定さ

れており、近隣には製鋼工場や運輸会社があり大型車の通行が

多い。 

しかしながら、現況は線形不良箇所があり、歩道未設置区間

があるため、依然として危険な状況であることから、交通の円

滑化と歩行者の安全性向上のため、引き続き事業を継続した

い。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【 便益 】 

・走行時間短縮便益 ＝  ７．３億円 

・走行経費減少便益 ＝  ２．８億円 

・交通事故減少便益 ＝  １．０億円 

       合計 ＝ １１．１億円 

【 費用 】 

・事業費      ＝  ８．６億円 

・維持修繕費    ＝  ０．５億円 

       合計 ＝  ９．１億円 

 

 費用便益 Ｂ／Ｃ ＝ １１．１／９．１ 

          ＝ １．２ 

※基準年における現在価値 

備  考  



様式２  

平成２７年度再評価対象事業    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成２２年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等)
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

 再評価 
時点 
 

 
道路整備交付金
事業 
 
主要地方道 
相知山内線 
(武内工区) 
 
事業主体： 
 県 
事業地： 

武雄市武内町
真手野 

 

本路線は唐津市相知町の

国道 203 号を起点として武

雄市山内町の嬉野山内線に

至る延長約20.8kmの主要道

路である。 

計画区間は武内小学校及

び武雄北中学校の通学路に

指定されている。近隣には

製鋼工場や運輸会社があり

大型車の通行が多い。 

しかしながら現況は、線

形不良箇所があり、歩道未

設置区間があり、危険な状

況となっている。 

以上のことから、線形改

良及び自転車歩行者道の整

備により、交通の円滑化と

交通安全の確保を図る。 

 

 
全体事業費：6.3億円 
 
工期：H13～H27 
 
事業内容 
 延長 L=940m 
 幅員 W=12.0(6.5)m 

 
改良工 L=940m 
橋梁工  １橋 
舗装工 L=940m 
測試   １式 
用地補償 １式 

 
 

 
H21末進捗率：約38％ 
（事業費ベース） 
（年平均進捗率４％）
 
○用地補償は９割完了
 
 
 

 
・交通量の推移 
H9    3,355台／日（基準） 
H11   3,603台／日（1.07） 
H17   3,605台／日（1.07） 
 
 

本路線が接続している国道
498号の、大坪バイパス（伊万
里市）が平成23年度に開通予定
であり、また若木バイパス（武
雄市）が事業中であることか
ら、交通量の増加が予想され
る。 
 

 
事業採択時と比
較して大きな要
因の変化は見ら
れない。 
 
Ｂ／Ｃ＝1.0 
 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を近隣工事の
盛土等に流用す
る。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 

 
事業採択後10年
経過のため再評
価 
 
 

 
継続 
 
（理由） 

事業の必要
性に変化が無
い。 

現在も、依然
として交通の
円滑化と交通
安全の確保が
出来ていない
ことから、引き
続き事業を継
続したい。 
 

現時点 
 

 
道路整備交付金
事業（防災・安
全社会資本整備
交付金） 
 
主要地方道 
相知山内線 
(武内工区) 
 
事業主体： 
 県 
事業地： 

武雄市武内町
真手野 

 
同上 

 
全体事業費：8.3億円 
 
工期：H13～H32 
 
事業内容 
 延長 L=940m 
 幅員 W=12.0(6.5)m 

 
改良工 L=940m 
橋梁工  １橋 
舗装工 L=940m 
測試   １式 
用地補償 １式 

 

 
H26末進捗率：約54％ 
（事業費ベース） 
（年平均進捗率4％） 
 
○用地補償契約は約

96％完了 
（残り2筆） 

 

 
・交通量の推移 
H22  3,595台／日（1.07） 
 

佐賀県においては1世帯当た
りの自動車保有台数が九州、全
国の平均を上回っており、自動
車への依存度が高く、人口減少
の傾向にもかかわらず、交通量
は横ばいとなっている。 

 

 
事業採択時と比
較して大きな要
因の変化は見ら
れない。 
 
Ｂ／Ｃ＝1.2 
 

 
同上 
 
 

 
再評価後５年経
過のため再々評
価 

 
継続 
 
（理由） 

現況は線形
不良箇所があ
り、歩道未設置
区間があるた
め、依然として
危険な状況で
あることから、
交通の円滑化
と歩行者の安
全性向上のた
め、引き続き事
業を継続した
い。 

理由等 
 

   
・地盤確認による舗装
工、切土工の見直し等に
伴う全体事業費の増額
及び用地取得に伴う工
期の延伸 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









H27



 

H17   3,604

H22 3,595
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平成２７年度公共事業再評価諮問地区「継続」理由書等 

 

 （課名：道路課） 

事 業 名 

（路河川等名）

道路整備交付金事業（防災・安全社会資本整備交付金） 

国道 204 号（湊工区） 

継続理由 ・ 本路線は、唐津市と伊万里市を結び物流や産業、観光を支

援する重要な路線であり、道路沿線には商業施設や観光施設

等が建ち並び、大型車両のみならず年間を通じ交通量多い路

線である。 

・ 事業箇所周辺には、小中学校や保育園、公共施設が隣接し、

通学路にも指定されているが、道路幅員が狭小で歩道も無い

ため、地元より整備を要望されている。 

・ 特に、志坂鼻（カーブ区間）については、幅員狭小に加え

視距も悪く、路肩を通行する歩行者、自転車の接触事故が危

惧されている。 

また、平成 27 年 8 月に地すべりが発生した際には、現道を

通行規制したことにより、近くに一般車両の迂回路が無く、

バスの運休など地元の生活や経済活動に大きな影響を与え

た。 

 このため、安全に通行できる道路の整備が強く望まれてい

る。 

・ 自動車交通量については、西九州自動車道や国道 204 号 

唐房バイパスの整備により、呼子方面への交通の利便性が向

上し、イカの活きづくりや朝市を目的とした観光、イカをは

じめとした特産品の出荷等更なる交通量の増加が予想され

る。 

・ 事業進捗状況としては、平成 26 年度末時点で全体計画 

1,730ｍのうち約 1,300ｍを完了させており、歩行者、自転車

の交通安全が図られている。 

・ 残る約 400ｍ区間（起点部及び志坂鼻）についても地元よ

り早期整備を要望されており、歩行者、自転車の交通安全と

自動車交通の円滑化を図るため、引き続き事業を継続したい。

 

 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

・ 交通安全事業（歩道整備）であるため B/C は算出しない。

 

 

備  考  

 

 



様式１  

平成２７年度再評価対象事業 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 
備考 

 道路整備交付金
事業（防災・安
全社会資本整備
交付金） 
 
国道204号（湊工
区） 
 
事業主体：県 
事業地：唐津市 
湊町 

・本路線は、唐津市と伊
万里市を結び物流や産
業、観光を支援する重要
な路線であり、道路沿線
には商業施設や観光施設
等が建ち並び、大型車両
のみならず年間を通じ交
通量多い路線である。 
 
・事業箇所周辺には、小中
学校や保育園、公共施設
が隣接し、通学路にも指定
されているが、道路幅員が
狭小で歩道も無いため、地
元より整備を要望されてい
る。 
 
・特に、志坂鼻（カーブ
区間）については、幅員
狭小に加え視距も悪く、
路肩を通行する歩行者、
自転車の接触事故が危惧
されている。 

また、平成27年8月に地
すべりが発生した際に
は、現道を通行規制した
ことにより、近くに一般
車両の迂回路が無く、バ
スの運休など地元の生活
や経済活動に大きな影響
を与えた。 

このため、安全に通行
できる道路の整備が強く
望まれている。 
 
・以上のことから、児童
生徒や地域住民の安全と
自動車交通の円滑化を図
るものである。 
 
【その他】 
・唐津市通学路交通安全
プログラムにおいて、対
策必要箇所に位置付けら
れており、関係機関が連
携して、児童等が安全に
通学できるように通学路
の安全確保を図ってくこ
ととしている。 

・全体事業費：46.0億円 
 
・工期：H18～H30 
 
・事業内容 
 延長 L=1,730ｍ 
 幅員 W=13.0(6.5)ｍ 
 
 改良工 L=1,730ｍ 
 掘削工 V=121,000ｍ3 
 舗装工 L=1,730ｍ 
 測 試 1式 
 用地補償 1式 

・H26末進捗率：約75％ 
（事業費ベース） 
（年平均進捗率：8%） 

 
・用地補償契約は約98%完
了 

・西九州自動車道や国道
204号唐房バイパスの整備
により、呼子方面への交通
の利便性が向上し、イカの
活きづくりや朝市を目的
とした観光、イカをはじめ
とした特産品の出荷等更
なる交通量の増加が予想
される。 

・交通安全事業
（歩道整備）であ
るためB/Cは算出
しない。 

（コスト縮減） 
・再生資源の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に流
用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし。 

・事業採択後
10年経過のた
め再評価 

 継続 
 
（理由） 
・平成26年度末時
点で全体計画
1,730ｍのうち約
1,300ｍを完了さ
せており、歩行
者・自転車の交通
安全が図られて
いる。 
 
・残る約400ｍ区
間（起点部及び志
坂鼻）についても
地元より早期整
備を要望されて
おり、歩行者、自
転車の交通安全
と自動車交通の
円滑化を図るた
め、引き続き事業
を継続したい。
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平成２７年度公共事業再評価諮問地区「継続」理由書等 

 

（課名： 道路課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名）

道路整備交付金事業（社会資本整備総合交付金） 

一般県道 中津天建寺武島線（天建寺工区） 

継続理由 本路線は地域の生活産業に欠かせない道路であるとともに、

佐賀空港のアクセス道路としても重要である。 

県としては、佐賀空港利用者のさらなる増加をはかるため、

福岡県南西部へも営業活動を行っており、福岡県南西部からの

利便性向上のためには本路線の整備は不可欠であるため、引き

続き事業を継続したい。 

  

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【 便益 】 

・走行時間短縮便益 ＝  ９．３億円 

・走行経費短縮便益 ＝  １．４億円 

・交通事故減少便益 ＝  ０．２億円 

       合計 ＝ １０．９億円 

【 費用 】 

・事業費      ＝  １．６億円 

・維持修繕費    ＝  １．０億円 

       合計 ＝  ２．６億円 

 

 費用便益 Ｂ／Ｃ ＝ １０．９／２．６ 

          ＝ ４．２ 

※基準年における現在価値 

備  考  



様式１  

平成２７年度再評価対象事業 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
 
 

 
道路整備交付金事
業（社会資本整備
総合交付金） 
 
一般県道 
中津天建寺武島線
 
事業主体： 
 県 
事業地： 

三養基郡みやき
町天建寺地内 
 

 
 本路線は、佐賀県三
養基郡みやき町天建
寺を起点とし、福岡県
久留米市武島に至る
一般県道である。 
 筑後川左岸堤防天
端を道路として兼用
しており、佐賀県東部
地区と福岡県南西部
地区を結ぶとともに、
佐賀空港へのアクセ
ス道路としても重要
な路線に位置付けら
れている。 
 しかし、起点から約
1.2㎞の佐賀県が管理
する区間は１車線と
幅員が狭小で、通行車
両同士の離合がしづ
らく、通行に支障をき
たしている。 

このため、筑後川河
川改修事業と合わせ
て、左岸堤防へ腹付け
盛土を行い、2車線化
することが必要であ
る。 
 この区間の整備を
することにより、安全
で円滑な交通を確保
し、広域交流の促進及
び地域の活性化を図
るものである。 
 

 
全体事業費：1.4億円 
 
工期：H18～H29 
 
工事内容 
 延長 L=1,135ｍ 
 幅員 W=6.5(5.5)ｍ 
 
 改良工 L=1,135ｍ 
 舗装工 L=1,135ｍ 
 測試  一式 
 

 
H26末進捗率：約71％ 

（事業費ベース）
 
（年平均進捗率 8％） 
 

 
 本路線は、佐賀空港への
アクセス道路等重要な道
路であり交通量も多い。 
 佐賀空港は、東京便の5
便化やLCCの就航などで利
用客が増加しており、利用
者の利便性の向上のため、
空港アクセスの改善が必
要とされている。 
 

 
事業採択時と

比較して大きな
要因の変化は見
られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝4.2 
 

 
(コスト縮減) 
・工事で発生する
残土を盛土等で流
用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 

 
事業採択後10
年経過のため
再評価 
 

 
継続 
 
（理由） 
 本路線は地域
の生活産業に欠
かせない道路で
あるとともに、佐
賀空港のアクセ
ス道路としても
重要である。 

県としては、佐
賀空港利用者の
さらなる増加を
はかるため、福岡
県南西部へも営
業活動を行って
おり、福岡県南西
部からの利便性
向上のためには
本路線の整備は
不可欠であるた
め、引き続き事業
を継続したい。
  

 

 









•

• 5 LCC
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平成２７年度公共事業再評価諮問地区「継続」理由書等 

 

（課名： 道路課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名）

道路整備交付金事業（社会資本整備総合交付金） 

一般県道 松尾湯の原線（小副川工区） 

継続理由 小学校周辺の道路であるが、車道が狭小なうえに歩道が整備

されていないことから、交通の円滑化に加え通学路の安全性向

上のため、事業を継続したい。 

 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【 便益 】 

・走行時間短縮便益 ＝ １０．０億円 

・走行経費減少便益 ＝  ３．２億円 

・交通事故減少便益 ＝  ２．４億円 

       合計 ＝ １５．６億円 

【 費用 】 

・事業費      ＝ １３．１億円 

・維持修繕費    ＝  ０．４億円 

       合計 ＝ １３．５億円 

 

 費用便益 Ｂ／Ｃ ＝ １５．６／１３．５ 

          ＝ １．２ 

※基準年における現在価値 

備  考  



様式１  

平成２７年度再評価対象事業 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 
備考 

  
道路整備交付
金事業（社会資
本整備総合交
付金） 
 
一般県道 
松尾湯の原線 
 
事業主体： 
 県 
事業地： 

佐賀市富士
町小副川 

 

 
本路線は、佐賀市三瀬

村の国道263号と、熊の
川温泉で有名な佐賀市
富士町上熊川の国道323
号とを結ぶ道路である。

本路線は、集落内を通
り、周辺には小学校があ
る道路であるが、1車線
で車道が狭小なうえに
歩道が整備されていな
い。 

このため、一般車両の
通行に支障があるだけ
でなく、児童の通学時に
おいても非常に危険な
状態となっている。 

以上のことから、バイ
パス（歩道含む）の整備
により交通の円滑化と
交通安全を図る。 
 

 
全体事業費：11.8億円 
 
工期：H18～H30 
 
事業内容 
 延長 L=525m 
 幅員 W=10.0(6.0)m 
 
 改良工  L=525m 
 橋梁工  N=３橋 
 （新小関橋、新神園橋、

神園橋） 
舗装工  L=525m 

 測試   １式 
 用地補償 １式 
 

 
H26末進捗率：約77％ 
 （事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 9%） 
 
○用地補償契約は約99％

完了 
（残り1筆） 

 
平成25年度に富士南小

学校が富士南小学校（現
在の佐賀市立小中一貫校
富士校の小学部）に統合
されたことで、本路線を
利用して通学する児童数
が増加している。 
 また、周辺には古湯温
泉、熊の川温泉、平成24
年４月に管理開始した嘉
瀬川ダム（富士しゃくな
げ湖）などがあり、本路
線は富士・三瀬周辺の観
光拠点の周遊ルートの一
つとなっている。 
 

 
事業採択時と比
較して大きな要
因の変化は見ら
れない。 
 
Ｂ／Ｃ＝1.2 
 

 
（コスト縮減） 
・再生資源の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土として
流用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし。 
 

 
事業採択後
10年経過の
ため再評価 
 
 
 
 
 

 
継続 
 
（理由） 
 小学校周辺の
道路であるが、
車道が狭小なう
えに歩道が整備
されていないた
め、交通の円滑
化に加え通学路
の安全性向上の
ため、事業を継
続したい。 

 

 

 
 



10









 

 
 

 



 


